


発展的統合校(対象校・統合校)の運動部活動における兵庫県高体連加盟金
（年次会費）の取扱いについて（再周知）

１　加盟金
　　県高体連加盟金(年次会費)は、１部活動あたり3,200円（男女それぞれで登録）

２　発展的統合校における新規の措置

・加盟登録時点で、下表における合同チームの場合のみ、１チーム分の加盟金(3,200円)とする。（男女それぞれ別登録）
　　・合同チームとして登録した場合は、個人戦は1チームの出場人数制限内とする。

※　上記高体連加盟金以外の各高体連専門部及び協会・連盟における登録及び参加料等への取扱いについては、競技専門部委員長へ個別に相談すること。

【1チーム分の加盟金を可とする合同チームの組合せの例】
　　　対象校（Ａ高校、Ｂ高校）、統合校（Ｃ高校）
	出場パターン
	合同チームの組合せ
	加盟金

	①２校合同、１校単独
	（ＡＢ、Ｃ）（ＡＣ、Ｂ）（ＢＣ、Ａ）
	四角囲みのチームのみ１チーム分の加盟金（3,200円）とする

	②３校合同
	（ＡＢＣ）
	


※　対象校３校、統合校１校の場合も、上記と同様に対応

【出場不可能な合同チームの例】
　　　・　各校単独＋合同　　　　　　　　　　（Ａ、Ｂ、Ａ＋Ｂ）
・　Ｃ高校が２つに分かれた合同チーム　（Ａ＋Ｃ、Ｂ＋Ｃ）

【留意点】
①及び②の合同チームにさらに対象外校が加わった合同チームについては、合同チーム１チームと対象外チーム1チームの２チーム分の加盟金が必要となる。
なお、当該年度において、発展的統合校の合同チームが、加盟登録時点から変更となった場合については、加盟金の追加徴収はしないこととする。



